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 あなたは、多くの看護学生の中から、選ばれて修学生になりました。 

 

 この制度は、三重県内における明日の優秀な看護職員を育てるため

に設けられたものですから、この趣旨をよく理解し、在学中はもちろ

んのこと、卒業後も立派な看護職員になるために努力してください。 

 

 なお、修学生に選ばれたあなたには、それぞれの場合に応じて様々

な手続きを行う義務が生じました。今後、看護への道を志す後輩のた

めにも遅滞なく手続きを済ませるようにしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このしおりは、平成２１年度に新たに貸与決定

を受けた修学生のために作成されています。他の

年度に貸与を受けた修学生の場合は、手続きが異

なることがあります。 

 

 

 

※ このしおりは、卒業後の手続きにも参考となるものです。大切に

保管しておいてください。 
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修学資金貸与に関する手続き 

 

 修学資金の貸与を受けた修学生は、それぞれの場合に応じた様々な手続きを行う必要
があります。以下それぞれの場合に応じて、※印の手続きを行ってください。 

 

１ 修学資金の貸与を受けたいとき 

  貸与を受けたいときは、大学の長を経由して知事に申請します。 

  （新規修学生の募集は、入学後、在籍する大学を通じて通知します。） 

貸与希望者 
 

大   学 
 

知   事 

 ※ 申請書提出 

（①、②） 

 ※ 申請書提出 

（①～③） 

 

  ◎ 提出書類  ① 看護職員修学資金貸与申請書（第 1号様式） 

          ② 世帯の所得等に関する調書 

          ③ 在学する大学の長の推薦書（大学作成） 

 

２ 修学資金の貸与の決定 

  貸与の決定は、知事から大学の長を経由して本人に通知します。 

知   事 
 

大   学 
 

本   人 

貸与決定指令書   

 

３ 修学資金の貸与 

  修学資金の貸与月額は、５０,０００円です。 

 ※ 修学資金の交付は、毎月１０日頃に修学生の指定する銀行口座に入金します。な

お、前年度からの継続貸与の場合は４月から５月まで、新規貸与の場合は４月から

貸与決定のある月までの修学資金を一括で入金し、その翌月から毎月交付を行いま

す。 

 

４ 在学中（貸与を受けている期間）の手続き 

  修学生は毎年４月１５日までに、貸与継続の手続きを行ってください。 

修 学 生 
 

大   学 
 

知   事 

 ※ 継続手続 

 （①） 

 ※ 申請書提出 

（①、④） 

 

  ◎ 提出書類  ① 看護職員修学資金貸与申請書（第 1号様式） 

          ④ 前年の成績状況及び健康状態に関する調書（大学作成） 

 

５ 退学したとき 

  修学生が退学したときは、貸与された全額を返還しなければなりません。 

修 学 生 
 

退   学 
 

全額返還 

   ※ 返還手続（⑤、⑥） 

  ◎ 提出書類  ⑤ 借用証書（第 2号様式） 

          ⑥ 返還明細書（第 3号様式） 
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６ 休学および貸与の取消しがあったとき 

  修学生が休学し、または貸与の取消しがあったときは、以下の手続きを行ってくだ

さい。 

 
 

休  学 
※ 休学届手続 

（⑦、⑧） 
  

修 学 生     卒  業 

  貸与取消 
※ 返還猶予手続 

（⑨、⑩） 
  

（１）修学生が休学したときは、休学した日の属する日の翌月から、復学した日の属す

る月まで、貸与が停止されます。 

  ◎ 提出書類   ⑦ 休学届（本人から知事あて） 

          ⑧ 大学の休学許可の写 

 ※ なお、復学した場合は１０日以内に知事あて届を行ってください。また、復学後

は在学する大学の修業年限から、貸与済期間を引いた残りの期間に限り修学資金の

貸与が行われます。ただし、休学により留年となった場合で、休学の理由がやむを

得ない事情でない場合は、貸与の取消しを行うことがあります。 

（２）貸与の取り消しがあったときは、その事実が発生した日の属する月の翌月から卒

業までの期間は返還を猶予されますが、卒業後、全額返還となります。 

  ◎ 提出書類   ⑨ 返還猶予申請書（第 5号様式） 

          ⑩ 在学証明書 

 ※ なお、以下の事由に該当した場合、貸与が取り消されます。 

ア 退学したとき 

イ 心身の故障のため、修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき 

ウ 性行または学業成績が著しく不良になったと認められるとき 

エ 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき 

オ 死亡したとき 

カ 申請書に虚偽の記載をし、または不正の手段によって修学生になったとき 

キ 知事が付する条件に違反したとき 

 

７ 卒業したとき 

  修学生が卒業したとき、次の項目にあてはまらない場合は以下の手続きにより、返

還猶予の決定を受けてください。 

（１）卒業後１年以内に免許を取得しなかった場合（→全額返還） 

（２）県内の指定医療機関（P.1参照）にただちに従事しなかった場合（→全額返還） 

（３）大学院の修士課程もしくは博士課程に進学した場合（→次項参照） 

卒  業 
 

免許取得  指定医療機関

において業務

に従事 

 返還猶予 

 １年以内     

※（⑤）   ※ 返還猶予手続（⑨、⑪、⑫）  

  ◎ 提出書類  ⑤ 借用証書（第 2号様式） 

          ⑨ 返還猶予申請書（第 5号様式） 

          ⑪ 在職証明書（別紙 1様式） 

          ⑫ 看護職員の免許取得を証する書類（免許証、登録済証明書の

写し等） 
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  ◎ 提出書類  ⑨ 返還猶予申請書（第 5号様式） 

          ⑬ 休職を証明する書類 

          ⑭ やむを得ない事情を証明する書類（診断書等） 

 ※ 業務従事期間から控除される期間は、休職又は停職の期間の「開始の日」の属す

る月から終了の日の属する月までの月数となります。また、休職・停職の開始日と

終了日が同一月の場合は１か月となります。 

 

11 返還が全額免除されるとき 

  大学を卒業後１年以内に免許を取得し、ただちに各指定医療機関において看護業務

に従事して引き続き貸与をうけた期間（１年未満の場合は１年）に１年を加えた期間

を経過（ただし休職、停職期間を除く）したとき、貸与額の全額の返還が免除されま

す。期間が満了した修学生は、以下の手続きにより返還免除の決定を受けてください。 

卒 業 
 
免許取得  指定医療機関

において業務

に従事 

 全額免除 

 １年以内   貸与期間＋１年 

    ※ 返還免除手続（⑮、⑯、⑫） 

  ◎ 提出書類  ⑮ 返還免除申請書（第 4号様式） 

          ⑯ 就業証明書（別紙 2様式） 

          ⑫ 看護職員の免許取得を証する書類（免許証の写し等） 

《注》指定医療機関は１か所である必要はありません。複数の指定機関で看護業務に

従事した場合は、通算期間を業務従事期間とします。ただし、引き続いて従事す

る必要がありますので、勤務先を変更する場合は退職した日の属する月の翌月ま

でに、次の指定機関に勤務してください（この期間を超過すると、以後の勤務期

間は業務従事期間に加算されず返還手続き等の必要が生じることがあります）。 

 

12 返還が一部免除されるとき 

  大学を卒業後１年以内に免許を取得し、ただちに各指定医療機関において看護業務

に従事したとき、従事した期間が全額免除される期間に満たないが、貸与を受けた期

間以上である場合は、貸与額の一部の返還が免除されます。 
      業務従事期間 

 卒  業 

 

免許取得 

 指定医療機関

において業務

に従事 

 

  １年以内  
 

 貸与期間以上 

全額免除期間未満 

 
退  職 

 一部免除 

一部返還 
 

   ※返還猶予手続（⑮、⑯、⑫、⑥） 

  ◎ 提出書類  ⑮ 返還免除申請書（第 4号様式） 

          ⑯ 就業証明書（別紙 2様式） 

          ⑫ 看護職員の免許取得を証する書類（免許証の写し等） 

            返還明細書（第 3号様式） 

 ※ 休職及び停職期間は業務従事期間から除きます。なお、貸与を受けた期間が１年

に満たない場合は、１年間とします。 










